
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
申
出
事
項
変
更
の
届
出 

（
医
療
整
備
課
）　

　

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
七
号
（
平
成
二
十
二
年
度
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査

　

の
実
施
）
の
一
部
改
正 

（
畜　

産　

課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
通
知
内
容
の
掲
示
（
二
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
下　
水　
道　
課
）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

三

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の

　

実
施 

三

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
五
五
五
号
中 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

二　

指
定
理
由

（1）　 平成22年10月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2200号　　 
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番

号
一二三四五六七八九十十

一
十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

種　
　

類

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

雑　
　
　

誌

図　

書　

類　

の　

名　

称

決
定
版
！
Ｘ
Ｘ　

１
１
月
号

　

１
３
３
１
９－

１
１

衝
撃
の
Ｘ
Ｘ
Ｘ　

ｖ
ｏ
ｌ．

５

　

１
３
３
２
０－

１
１

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

１
１
月
号

　

０
４
８
７
７－

１
１

実
話
裏
歴
史
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

２

　

６
８
４
６
２－

７
９

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
Ｒ
Ｅ
Ｄ
い
ち
ご　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

２
２

　

１
６
１
２
８－

１
１

恋
愛
Ｍ
Ａ
Ｘ　

１
０
月
号

　

１
７
７
４
４－

１
０

恋
愛
チ
ェ
リ
ー
ピ
ン
ク　

１
１
月
号

　

１
７
７
４
４－

１
１

Ｅ
Ｎ
Ｊ
Ｏ
Ｙ　

Ｍ
Ａ
Ｘ　

Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｂ
Ｅ
Ｓ
Ｔ　

Ｖ
Ｏ

Ｌ．

３

　

０
８
６
８
４－

１
１

Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ　

プ
チ　

１
１
月
号

　

１
５
４
８
７－

１
１

無
敵
恋
愛
エ
ス
ガ
ー
ル　

１
１
月
号

　

０
８
５
７
７－

１
１

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

１
１
月
号

　

０
１
８
０
５－

１
１

黄
金
の
Ｇ
Ｔ　

１
１
月
号

　

１
２
２
５
９－

１
１

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｂ
Ｏ
Ｘ　

１
１
月
号

　

１
７
８
４
３－

１
１

ヤ
ン
グ
ア
ニ
マ
ル
嵐　

Ｎ
Ｏ．

１
１

　

２
８
３
０
７－

１
１
／
１

劇
画
マ
ッ
ド
マ
ッ
ク
ス　

１
１
月
号

　

０
３
３
６
９－

１
１

特
冊
新
鮮
組
Ｄ
Ｘ　

１
１
月
号

　

０
６
６
８
１－

１
１

発　

行　

所

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
秋
田
書
店

㈱
秋
田
書
店

㈱
秋
田
書
店

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
鉄
人
社

㈱
晋
遊
社

三
英
出
版

㈱
白
泉
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
竹
書
房



　
　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
救
急

医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

 

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

　

平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
七
号
（
平
成
二
十
二
年
度
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
の
実
施
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

三
２
中
「
旧
北
上
町
」
を
「
旧
桃
生
町
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
に

指
定
さ
れ
た
旨
、
平
成
二
十
二
年
十
月
六
日
付
け
十
九
森
整
第
八
百
九
十
五
号
で
関
係
者
あ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
、
次

の
者
は
、
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
仙
台
市
役
所
に
掲
示

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
熊
ヶ
根
字
小
込
沢
山
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
　

東
京
都
大
田
区
山
王
二
丁
目
三
三
番
八
号　

沼
澤　

英
吾

三　

通
知
の
内
容

　

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
六
号
で
告
示
さ
れ
た
と

お
り
保
安
に
指
定
さ
れ
た
。

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
に

指
定
さ
れ
た
旨
、
平
成
二
十
二
年
十
月
六
日
付
け
二
一
森
整
第
六
百
六
十
九
号
で
関
係
者
あ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
、
次

の
者
は
、
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
石
巻
市
役
所
に
掲
示

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2200号　平成22年10月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

変　

更　

前

変　

更　

後

名　
　
　
　
　

称

幸
泉
堂
病
院

医
療
法
人
社
団
常
仁
会　

東
泉
堂
病
院

認
証
番
号

九
十
八

百
七

百
三
十

五百
三
十

六百
八
十

二百
八
十

三

品　

目

納
豆

ず
ん
だ
餅

焼
き
魚
介

類蒸
し
・
ゆ

で
魚
介
藻

類焼
き
魚
介

類乾
の
り
・

焼
き
の
り

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

有
限
会
社
わ
た
り
納
豆

代
表
取
締
役　

照
井
正

彦株
式
会
社
北
上
京
だ
ん

ご
本
舗　

代
表
取
締
役

我
妻
憲
直

有
限
会
社
い
か
や　

代

表
取
締
役　

阿
部
秀
次

有
限
会
社
い
か
や　

代

表
取
締
役　

阿
部
秀
次

七
福　

代
表  
佐
々
木

米
子

の
り
工
房
矢
本　

代
表

者　

津
田
清
美

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

有
限
会
社
わ
た
り
納
豆

株
式
会
社
北
上
京
だ
ん

ご
本
舗

有
限
会
社
い
か
や

有
限
会
社
い
か
や

七
福

津
田
千
家
穂

株
式
会
社�
太
丸
水
産

津
田
海
苔
店

製
造
所
等
の
所
在
地

亘
理
郡
亘
理
町
長
瀞
字
河
原
三
九

－

一
仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
二
丁
目

三－

三
七

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二

〇
七－

五

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
鷲
神
二

〇
七－

五

大
崎
市
三
本
木
字
西
沢
一
八－

一

〇東
松
島
市
大
曲
字
土
手
下
南
一
四

一東
松
島
市
大
曲
字
下
台
八
五－

二

石
巻
市
渡
波
字
新
千
刈
五
二



一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
皿
貝
字
土
屋
沢
山
一
七
の
八
八
、
一
七
の
一
一
三
か
ら
一
七
の
一
一
五
ま
で

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
　

東
京
都
板
橋
区
赤
塚
五
丁
目
十
二
番
二
号　

我
妻　

栄
喜

三　

通
知
の
内
容

　

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
四
号
で
告
示
さ
れ
た
と

お
り
保
安
林
に
指
定
さ
れ
た
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

「
迫
川
広
域
公
共
下
水
道
組
合
」
を
「
登
米
市
」
に
変
更
す
る
。

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

「
迫
都
市
計
画
及
び
登
米
都
市
計
画
下
水
道
事
業
」
を
「
登
米
都
市
計
画
下
水
道
事
業
」
に
変
更
す
る
。

　

２　

名
称

　
　
　

「
迫
川
広
域
公
共
下
水
道
」
を
「
登
米
市
公
共
下
水
道
」
に
変
更
す
る
。

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
十
一
年
八
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
一
年
八
月
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

平
成
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号
の
事
業
地
の
う
ち
、登
米
市
登
米
町
登
米
字
日
野
渡
南
田
を
削
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
号

　

大
崎
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
十
月
十
二
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
社
会
福
祉
法
人
清
山
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
柳
風
園
の
項
中
「
登
米
市
津
山
町
柳
津
字
平
形
一
四
〇
番

地
の
二
」
を
「
登
米
市
津
山
町
柳
津
字
黄
牛
新
山
窪
一
二
五
番
地
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
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〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
146号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
第
42条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
22年

10月
19日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
畠
山
　
英
子
　
　

１
　
講
習
実
施
期
日

　
平
成
22年

11月
29日

（
月
）
か
ら
同
年
12月

２
日
（
木
）
ま
で
の
４
日
間
（
11月

29日
は
午
前
９
時
30分

か
ら

午
後
４
時
50分

ま
で
、
同
月
30日

及
び
12月

１
日
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
、
同
月
２
日
は
午

前
９
時
30分

か
ら
午
後
０
時
20分

ま
で
と
し
、
午
後
１
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会



 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
五
五
五
号
（
平
成
十
六
年
五
月
七
日
付
け
）
中

第2200号　平成22年10月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）
３
　
受
講
定
員

　
　
40人

４
　
受
講
手
続

　
�
　
申
込
み
受
付
期
間

　
平
成
22年

11月
４
日
（
木
）
か
ら
同
月
17日

（
水
）
ま
で
土
・
日
曜
日
を
除
く
10日

間
（
毎
日
午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
）。

　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
　
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状
　
１
通

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

宮
城
県
条
例
第
21号

）
第
２
条
第
１
項
の
表
68の

項
に
基
づ
き
、

38,000円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
受
講
申
込
時
に
徴
収
す
る
こ
と
。

５
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

６
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3184・

3185）

ペ
ー
ジ

九

段上

行一
一

正

平
成
十
一
年
八
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

誤

平
成
十
一
年
七
月
三
十
日


